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１ 介護現場革新の取組の全国展開 
 

（１）介護現場革新の取組の全国展開（都道府県等を主体としたパイロット事業の全

国展開） 

   2040 年に向けて生産年齢人口の減少と高齢化の進展に伴う介護ニーズの増大

が見込まれる中、介護現場が地域の介護ニーズに応え、介護人材が利用者や家族

からも感謝され、やりがいを持って働き続けられる環境作りを進めるためには、

職場の良好な人間関係作りや結婚や出産、子育てを続けながら働ける環境整備を

図ることが重要である。 

そのため、介護現場をより働きやすくすることができるよう、 

・ 平成 30 年度に関係団体と厚労省との間で介護現場革新会議を開催し、基本方

針（※）をとりまとめるとともに、介護施設を対象に職場環境の整備や OJT の

仕組み作り等を含めた業務改善の取組の手順をまとめた生産性向上ガイドライ

ンを作成し、 

・ 令和元年度は基本方針を踏まえた取組をモデル的に普及するため、自治体を

単位とするパイロット事業を７自治体で実施したところである。 
※ ①介護現場における業務の洗い出し、仕分け、②元気高齢者の活躍、③ロボット・セ

ンサー・ICT の活用、④介護業界のイメージ改善等。 

 

 令和２年度においては、これまでの取組を全国に普及するため、介護現場の生

産性向上に関する全国セミナーを開催するとともに、地域医療介護総合確保基金

を活用し、都道府県等が開催する「介護現場革新会議」の取組に必要な経費の補

助（（２）参照）を行うこととしている。 

 

 また、地域の実情に応じた生産性向上の取組にきめ細かく対応するため、 

・ 介護保険事業（支援）計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化

の取組を追加する介護保険法の改正や、 

・ 保険者機能強化推進交付金（インセンティブ交付金）において、介護現場革

新の取組を新たに評価する 

こととしている。 

   各都道府県等におかれては、介護人材がやりがいを持って働き続けられる環境

整備の促進のため、都道府県版「介護現場革新会議」の枠組を積極的に活用し、

管内関係団体や有識者等と一体となって、業務の洗い出し・仕分けやロボット・

センサー・ICT の活用等の生産性向上に取組み、また介護職員がやりがいを持っ

て働き続けられる環境作りに取組む「地域のモデル施設」を育成することをはじ

め、介護という仕事の魅力発信や介護人材の悩み相談窓口の整備、出産・育児・

介護等と仕事の両立支援など、介護現場の業務効率化や介護業界のイメージ改善

などに取り組んでいただきたい。 

   令和元年度のパイロット事業の先進的な取組を生産性向上ガイドラインに反

映（改訂）することに併せて、自治体向けの手引書を作成し、介護現場の業務改

善に対する自治体の役割や先行して取り組んだ７自治体の創意工夫ある取組を

まとめている。各都道府県等におかれては、当該手引書を参考にしながら、「地

域のモデル施設」の育成等、介護現場革新の積極的な取組をお願いする。 

 

＜介護分野における生産性向上について（厚生労働省ホームページ）＞ 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00013.html 
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（２）地域医療介護総合確保基金の積極的な活用 

   介護ロボットについては、高齢者の自立の促進・介護職員の負担軽減を目的と

し、その普及を促進しているところである。その一環として、平成 27 年度から

地域医療介護総合確保基金を活用し、「介護ロボット導入支援事業」を実施して

おり、全国的には着実に補助件数が増加している一方、各都道府県の補助状況（参

考資料参照）や導入事例の周知（※）には差が見られる。 
   ※ 事業実績（補助件数のほか、導入施設での使用状況・導入効果・導入時の課題等）を

自治体のホームページで公表し、好事例の普及に努めるなど。 

また、令和元年度において、介護ロボットの効果的な活用等の業務改善の取組

を支援するため、生産性向上ガイドラインに基づき業務改善に取組む介護事業所

に対して、タイムスタディ調査による業務の課題分析等を支援するための経費を

補助する「介護事業所に対する業務改善支援事業」を基金のメニュー事業に追加

したところである。 

   令和２年度においては、当初予算において、上記事業の内容を拡充したほか、 

  第１次補正予算において、介護ロボットの導入支援の大幅な拡充を行ったところ

である。 

各都道府県におかれては、介護ロボット導入支援と業務改善支援を効果的に組

合せて実施するなど、各事業の積極的な取組をお願いするとともに、管内の介護

施設・事業所に対して、自治体のホームページや研修会等の場を通じ、各事業に

おける好事例の周知をお願いしたい。 

 

  （令和２年度の拡充内容） 

   ○ 介護ロボット導入支援事業     

 当初予算 第１次補正予算 
補助額 

（１機器あたり） ・据え置き（上限 30 万円） ・移乗・入浴支援は上限 100 
万円に増額 

見守りセンサー

の導入に伴う 
通信環境整備 
（Wi-Fi 工事、 
インカム） 

・１事業所につき上限 150 万 
 円の補助を新設 

・１事業所につき上限 750 万 
円に増額 

補助上限台数 ・利用定員１割までから、 
２割までに拡充） ・補助上限台数の撤廃 

事業主負担 ・対象経費の１／２ ・都道府県の裁量により設定 
 （負担率の設定が条件） 

 

   ○ 業務改善支援事業（当初予算） 

     都道府県での「介護現場革新会議」の開催にあたり必要と認められる経費

に対して補助を行う。 

    ① 介護現場革新会議の設置に伴う必要な経費 

    ② 介護事業所の取組に必要な経費 

     （例：業務コンサルタントに係る費用や介護ロボット・ICT 機器等のハー

ドウェア・ソフトウェアの導入費用（インカム、介護記録ソフトウ

ェア、Wi-Fi 工事等に係る費用を含む。） 

    ③ 都道府県等が取組む介護の魅力発信や職員の定着支援等に要する必要

な経費 
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     【補助額】 

②については（１事業所あたり）対象経費の 1/2 以内（上限 500 万円）、 

      ①③については必要な経費 

 

（３）介護ロボットの開発・普及の促進 

   介護ロボットの開発・普及については、これまで介護現場のニーズをふまえた

介護ロボット開発が行われるよう、介護ロボットのニーズ・シーズ連携協調協議

会（介護現場と開発企業の協議を通じ、着想から現場のニーズを開発内容に反映）

の設置や、開発中の試作機器に係る介護現場でのモニター調査を実施してきたほ

か、介護現場での活用を促進するため、開発された機器を用いた効果的な介護技

術の構築を図るなど、開発・導入・普及・活用の各段階で必要な支援を行ってき

たところである。 

   令和２年度においては、これまでの取組を発展的に再編し、 

① 介護ロボットに関する介護施設等からの導入相談や、開発企業等からの実証

相談へのきめ細かな対応（試用貸出や開発実証に係る補助金等の紹介等）を行

う「相談窓口（地域拠点）」を全国 11 箇所に設置、 

② 開発実証のアドバイザリーボード兼介護現場へ導入する前の先行実証フィー

ルドとして、全国６箇所のリビングラボによる「リビングラボネットワーク」

を構築、 

③ 介護現場での効果検証を行うために協力可能な介護施設を提供する等、介護

現場での実証フィールドを整備 

することにより、介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォームを構築し、

本年８月３日から①「相談窓口（地域拠点）」及び②「リビングラボネットワーク」

を開設することとしている。 

また、上記のプラットフォームにおいては、①の相談窓口（地域拠点）を中心

に、これまで実施してきたニーズ・シーズ連携協調協議会や介護ロボットに関す

る研修会、情報発信を目的とした地域フォーラムの開催などを継続して実施する

こととしている。 

   各都道府県におかれては、上記プラットフォームの取組を管内介護施設及び開

発企業に対して広く周知するとともに、必要に応じて各取組への協力をお願いし

たい。また、相談窓口及びリビングラボについては、今後、追加の検討を予定し

ていくのでご了知願いたい。 

 

＜介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム＞ 

（専用ホームページ）https://www.kaigo-pf.com 

 

（４）夜勤職員配置加算の算定（介護ロボットの活用の促進）について 

   平成 30 年度介護報酬改定では、特別養護老人ホーム等の夜勤について、業務

の効率化を図る観点から、見守り機器の導入により効果的に介護が提供できる場

合に関する評価を設けたところである。 

   具体的には、特別養護老人ホーム又は短期入所生活介護において、 

  ・ 夜勤時間帯の夜勤職員数について、最低基準＋0.9 名分の人員を多く配置し

ていること 

  ・ 入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の 15％以上に設置している

こと 

  ・ 施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要
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な検討等が行われていること 

  を要件として、夜勤職員配置加算の算定を可能としたところであり、各都道府県

におかれては、同加算の要件緩和について引き続き管内介護施設へ周知をお願い

したい。 

 また、令和３年度介護報酬改定に向けて、現在、介護ロボットの導入効果のタ

イムスタディ調査を実施しており、必要な見直しを検討していくのでご了知願い

たい。  
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（参考資料）介護ロボット導入支援事業の実施状況（令和２年１月時点の暫定値）  

              

令和２年度

都道府県が認めた介護施設等
の導入計画件数

北海道 55
青森県 7
岩手県 5
宮城県 6
秋田県 12
山形県 －
福島県 24
茨城県 34
栃木県 21
群馬県 59
埼玉県 36
千葉県 130
東京都 49

神奈川県 56
新潟県 67
富山県 22
石川県 4
福井県 30
山梨県 8
長野県 5
岐阜県 29
静岡県 70
愛知県 89
三重県 32
滋賀県 8
京都府 33
大阪府 46
兵庫県 95
奈良県 13

和歌山県 70
鳥取県 8
島根県 22
岡山県 11
広島県 99
山口県 16
徳島県 33
香川県 22
愛媛県 24
高知県 2
福岡県 48
佐賀県 46
長崎県 19
熊本県 79
大分県 10
宮崎県 39

鹿児島県 45
沖縄県 7
合計 1,645

※１施設で複数の導入計画を作成することがあり得る。
※山形県は県単独事業として実施。
※導入計画件数のため、今後変更があり得る。
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宮城県 福島県 神奈川県 三重県 熊本県 横浜市 北九州市
協同組合の活用 介護オープンラボ AIの活用 介護助手の活用 介護の魅力発信 外国人人材の活用 ロボット・ICTの活用

業

務

改

善

業務仕分け

◇課題の検証 ◇若手経営者による
業務仕分け

◇業務の洗い出しと切
り分け

◇タイムスタディ ◇業務分析
◇業務や課題の見え
る化

◇業務分析
◇業務の標準化・平
準化・簡素化

◇業務整理

介護助手
◇介護助手導入 ◇高齢者による介護

補助・見守り
◇介護助手の効果
的な導入方法の
検討

◇介護助手の活用 ◇ICTの活用
◇音声入力による介
護記録の作成支援

◇高齢者・有償ボラン
ティア等の活用

ロボット
ICT

◇協同組合による
ICT等の活用

◇業務仕分け結果を
踏まえた効率化

◇ロボット・ICT・モバ
イル端末の活用

◇ロボット・ICTの活用

◇介護現場の実態に
合わせた介護記録
ソフトの共同開発

◇インカムの活用 ◇ロボット・ICTの活用 ◇ロボット・ICTの活用
◇介護記録・見守りセン
サー等におけるプラッ
トフォームの活用

◇ロボット等を活用した
働き方等の好事例を
作成

その他
◇ロボット・ICTの活用
に係るセミナー

◇好事例横展開 ◇効率的な勤務シフト
の検討

魅力発信

◇介護の魅力・イメー
ジアップ

◇介護オープンラボ
（産学官連携）

◇かながわ感動大賞 ◇プロモーションビデオ
による介護現場の
魅力発信

◇教職員のイメージ
改善

◇介護職の言葉・写
真による魅力発信

◇福祉系高校と連携
した学校現場への
働きかけ

◇外国語版｢介護の
仕事PRビデオ｣作成
◇高校生向け介護職
への就職支援

◇介護職イメージアップ

◇先進的介護ワーク
ショップ

人材確保等

◇協同組合による共
同研修、介護職
員の採用・教育・
定着等の取組

◇AIを活用したケア
プランの点検

◇アプリを活用した研
修の効率化

◇退職自衛官に対す
る福祉分野への再
就職働きかけ

◇e-ラーニングによる
介護知識、技能、
日本語等教育支援

◇介護ロボットマスター
育成講習

その他
◇協同組合による物
品調達の合理化

◇大学と連携「音楽
活動のマニュアル化」

令和元年度介護現場革新会議「パイロット事業」 各自治体の取組

特養１
特養10

老健７

特養１ 特養３

特養１、老健２

特養１、老健２

特養１、老健１

特養１、老健１

特養１、老健１特養３、老健１、
グループホーム３、
訪問介護１

特養２、老健２

特養１

特養１

特養１

特養４

特養１
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○ 介護現場のＩＣＴ化に向けては、令和元年度より、各都道府県に設置されている地域医療介護総合確保基金を活用した導
入支援を実施しており、令和２年度には、補助上限額の拡充等を行ったところ。

○ 今般の新型コロナウイルス感染症の発生により、感染症予防のための取組等が求められるなど、職員の業務負荷が増えて
いる現状を踏まえ、業務負担の軽減や業務効率化を図るため、更なる拡充を行う。

＜拡充内容＞
① 補助上限額の更なる引き上げ（事業所規模に応じて100万円～260万円）
② 補助対象となる機器の拡充（wi-fi購入・設置費）
③ 補助対象となる介護ソフトの拡充（業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成等の介護ソフト購入も対象とする）

介護事業所におけるＩＣＴ導入の加速化支援

令和元年度 令和２年度（当初予算）

補助
上限額

３０万円

事業所規模に応じて補助上限額を設定
職員 1人～10人 50万円
職員11人～20人 80万円
職員21人～30人 100万円
職員31人～ 130万円

補助率 １／２ 都道府県の裁量により設定
（事業者負担は入れる事を条件とする）

補助
対象

介護ソフト、
スマートフォン、
タブレット

等

同左

令和２年度（補正予算）

事業所規模に応じて補助上限額を設定
職員 1人～10人 100万円
職員11人～20人 160万円
職員21人～30人 200万円
職員31人～ 260万円

同左

従来の機器・介護ソフトに加え、以下を新たに対象とする
・wi-fi購入・設置費（通信費は含まない）
・業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成等の介護ソ
フト（一気通貫等の要件は満たす必要あり）

拡
充

拡
充

拡
充

拡
充

拡
充

更
な
る
拡
充
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介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム構築イメージ

開発企業等

③介護現場における実証フィールド
－エビデンスデータの蓄積－

②リビングラボネットワーク
－開発実証のアドバイザリーボード兼先行実証フィールドの役割－

①相談窓口（地域拠点）

○ 令和２年度、効率的な人員配置等の政策的課題の解決や企業による介護ロボットの開発促進を目的に、
リビングラボが中心となり、開発企業に対して実証フィールドを提供し、エビデンスデータを蓄積し、
介護ロボットの開発・普及を加速化。
○ 具体的には、①相談窓口（地域拠点）、②リビングラボのネットワーク、③介護現場における実証フィールド
を整備し、介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォームを構築する。

介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム

介護施設等

介護ロボットに関する介護施設等からの導入相談、開発企業
等からの実証相談へのきめ細かな対応

全国の介護施設の協力による大規模実証フィールド
21
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○ 特別養護老人ホーム等の夜勤について、業務の効率化等を図る観点から、見守り機器の導入により効果的に介護が提供で
きる場合に関する評価を設ける。

○ 夜勤職員配置加算について、業務の効率化等を図る観点から、見守り機器の導入により効果的に介護が提供できる
場合について見直しを行う。

現行の夜勤職員配置加算の要件 見守り機器を導入した場合の

夜勤職員配置加算の要件

• 夜勤時間帯の夜勤職員数：
夜勤職員の最低基準＋1名分の人員を多く配置している
こと。

• 夜勤時間帯の夜勤職員数：
夜勤職員の最低基準＋0.9名分の人員を多く配置している
こと。

• 入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の15%以
上に設置していること。

• 施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための委
員会を設置し、必要な検討等が行われていること。

介護老人福祉施設、短期入所生活介護

介護ロボットの活用の促進
（平成３０年度介護報酬改定）

26
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２ 有料老人ホーム等の適切な運営の推進について 

 

 

○ 住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者における過剰なサービス提供へ

の指導強化（再周知） 

  

  平成 30 年度より「高齢者向け集合住宅関連事業所指導強化推進事業」を実施

し、指導の強化を図っているところであるが、住宅型有料老人ホームやサービス

付き高齢者向け住宅において、併設する介護事業所等から必要以上に介護サービ

スを提供している場合があるのではないかとの指摘が国会や財政制度等審議会

等においてなされているところ。令和２年度における当該事業については、現在、

補助先の２次募集を行っているところであるため、積極的に当該事業を活用いた

だきたい。また、家賃や管理費等を不当に下げていないか等の観点も含め、過剰

サービスに対する指導の強化を図っていただきたい。 

   なお、インセンティブ交付金においても、家賃や介護保険外のサービス提供費

用の確認等を行い、不適切な介護保険サービスの提供の可能性がある場合は、利

用者のケアプランの確認等を行い、必要な指導や都道府県への情報提供を行った

場合に加点対象としているところであり、適宜実施いただきたい。 
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高齢者向け住まいにおけるサービス利用量について

74.8%

88.5%

91.2%

90.8%

91.9%

82.4%

92.5%

93.4%

91.1%

93.6%

0

10,000

20,000

30,000

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（出典）：厚生労働省「平成28年度介護給付費等実態調査（平成28年5月審査分）」、大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会専門部会報告書「大阪府
における介護施策の現状と課題、対応の方向性について」

受給者１人当たりのサービス利用単位数の比較（１か月当たり）

※ パーセント（％）表記は、区分支給限度基準額（在宅サービスに係る1か月間の保険給付上限）に対する比率。

（単位）
※１単位≒10円 ■全国在宅サービス（推計）

■大阪府サービス付き高齢者向け住宅
■大阪府住宅型有料老人ホーム
■全国特別養護老人ホーム

○ 大阪府の調査結果では、「サービス付き高齢者向け住宅」や「住宅型有料老人ホーム」においては、外部の在宅サービス利用
に係る受給者１人当たり単位数が非常に高い傾向。

平成29年10月25日
財政制度等審議会 財政制度分科会
提出資料より一部抜粋
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３ 地域医療介護総合確保基金の積極的な活用について 

 

（１） 予算及び対象事業の拡充と積極的な活用について 

○ 地域医療介護総合確保基金（介護分）令和２年度予算については、「介護

離職ゼロ」の実現に向けて、2015（平成 27 年度）から 2020 年代初頭までに

介護の受け皿 50 万人分の整備に向けた、介護付きホーム（有料老人ホーム又

はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を

受けるもの）を含めた施設整備や、多様な人材の参入促進や介護ロボット、

ICT 等の導入を通じた労働環境の改善等による介護人材の確保を推進するた

め、824.1 億円（うち国費 549.4 億円）（前年度同額）を計上した。 

［内訳］ 

介護施設等の整備分 700.5 億円（うち国費 467.0 億円）（前年度同額） 

介護従事者の確保分 123.6 億円（うち国費 82.4 億円）（前年度同額） 

 

○ この点、介護施設等の整備分、介護従事者の確保分ともにメニューの拡充

を行ったところであるが、各都道府県におかれましては、政令市、中核市を

含めた管内自治体の事業展開の意向や地域のニーズを十分に勘案し、当該予

算の積極的な活用をお願いしたい。 

  また、介護施設等の整備分においては、新型コロナウイルス感染症対策の

観点からのメニューを追加しているので、管内介護施設等の感染拡大防止に

活用いただきたい 

 

○ 現在、内示にかかる手続きを進めているところであるが、当該予算につい

ては残額が生じる見込みであるため、今後追加の事業量調査を行うので、さ

らなる基金への積み増しをお願いする。 

なお、令和２年度予算（介護分）の各都道府県への交付に当たっては、上

記の予算枠に関わらず、介護施設等の整備分と介護従事者の確保分を一体的

に交付するなど、引き続き柔軟に対応することとしている（例えば、各都道

府県の介護従事者の確保分の協議額が、予算額を超えた場合に、介護施設等

の整備分の予算額を充てる）（※）。 

（※）これは、過年度に交付されたものや、令和２年度予算を国から都道府県へ交付し
た後に、基金造成事業に要する各区分（介護施設等の整備分、介護従事者の確保分）
の経費の配分変更を認める趣旨ではなく、国における都道府県への予算の配分につ
いて、介護施設等の整備分と介護従事者の確保分それぞれの国の予算枠にとらわれ
ず一体的な交付を行う趣旨であるので留意すること。 

 

（２） 今後のスケジュール（予定） 

８月頃  厚生労働省本省による都道府県への内示 

８月以降 追加事業量調査の発出・追加内示 

２月頃  地方厚生（支）局による都道府県への交付決定 

翌年度  地方厚生（支）局による都道府県への交付確定 
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○ 地域の実情に応じた介護従事者の確保対策を支援するため、都道府県計画を踏まえて実施される「参入促進」・「資
質の向上」・「労働環境・処遇の改善」に資する事業を支援。

参入促進 資質の向上 労働環境・処遇の改善

地域医療介護総合確保基金を活用した介護従事者の確保

○ 関係機関・団体との連携・協働の推進を図るための、都道府県単位、市区町村単位での協議会等の設置
○ 介護人材育成等に取り組む事業所に対する都道府県の認証評価制度の運営支援 ○ 離島、中山間地域等への人材確保支援

○新人介護職員に対するエルダー・メン
ター（新人指導担当者）養成研修

○管理者等に対する雇用改善方策の普
及
・ 管理者に対する雇用管理改善のための
労働関係法規、休暇・休職制度等の理解
のための説明会の開催
・ 介護従事者の負担軽減に資する介護ロ
ボット・ＩＣＴの導入支援や業務改善支援
（拡充）
・ 新人教育やキャリアパスなど雇用管理体
制の改善に取り組む事業所のコンテスト・
表彰を実施

○介護従事者の子育て支援のための施
設内保育施設運営等の支援

○ 子育て支援のための代替職員のマッ
チング

○介護職員に対する悩み相談窓口の設

置、ハラスメント対策の推進、若手介護
職員の交流の推進、両立支援等環境整
備

等

○地域住民や学校の生徒に対する介護や介
護の仕事の理解促進

○若者・女性・高齢者など多様な世代を対象
とした介護の職場体験

○高齢者など地域の住民による生活支援の

担い手の養成、支え合い活動継続のための
事務支援

○介護未経験者に対する研修支援

○ボランティアセンターとシルバー人材セン
ター等の連携強化

○介護事業所におけるインターンシップ等の
導入促進

○介護に関する入門的研修の実施からマッ

チングまでの一体的支援、参入促進セミ
ナーの実施、介護の周辺業務等の体験支援

○人材確保のためのボランティアポイントの
活用支援

○介護福祉士国家資格の取得を目指す外国

人留学生や１号特定技能外国人等の受入
環境整備

等

○介護人材キャリアアップ研修支援
・ 経験年数３～５年程度の中堅職員に対する
研修
・ 喀痰吸引等研修
・ 介護キャリア段位におけるアセッサー講習受
講
・ 介護支援専門員、介護相談員育成に対する
研修

○各種研修に係る代替要員の確保、出前研
修の実施

○潜在介護福祉士の再就業促進
・ 知識や技術を再確認するための研修の実施
・ 離職した介護福祉士の所在等の把握

○チームオレンジ・コーディネーターなど認知
症ケアに携わる人材育成のための研修

○地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ構築に資する人材育成
・生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの養成のための研修

○認知症高齢者等の権利擁護のための人材
育成

等

令和２年度予算：公費１２４億円（国費８２億円）

令和元年度予算：公費１２４億円（国費８２億円）

※赤字下線は令和2年度新規・拡充メニュー

2
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介護施設等の整備分

3

令和２年度からの地域医療介護総合確保基金（介護施設等の整備分）のメニューの充実

「介護離職ゼロ」の実現に向けた受け皿整備量拡大と老朽化した特養等の広域型施設の修繕を同時に進めるため、介護施設等の新規整備を条
件に、定員３０人以上の広域型施設の大規模修繕（おおむね１０年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造等）・耐震化について補
助する。 ※令和５年度までの実施

介護施設等の新規整備を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備（新規）

高齢者向け住まいが都市部を中心に多様な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、「介護離職ゼロ」の実現に向けて、介護サービス基盤と
して介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）も含めて、その
整備促進していくことが適当であることから、介護付きホームを施設整備費等の補助対象に追加する。

介護付きホームの整備促進（拡充）

介護人材（外国人を含む）を確保するため、介護施設等の事業者が介護職員（職種は問わず、幅広く対象）用の宿舎を整備する費用の一部
を補助することによって、介護職員が働きやすい環境を整備する。 ※令和５年度までの実施。

介護職員の宿舎施設整備（新規）

居住環境の質を向上させるために行う多床室のプライバシー保護のための改修について、これまでの特別養護老人ホームに加えて、併設されるショー
トステイ用居室を補助対象に追加する。

特養併設のショートステイ多床室のプライバシー保護改修支援（拡充）

介護現場の生産性向上を推進するため、介護施設等の大規模修繕（おおむね１０年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造）の際
にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入を補助対象に追加する。 ※令和５年度までの実施。

介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入支援（拡充）

介護施設等における看取りに対応できる環境を整備する観点から、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修費、
ベッド等の設備について補助する。

介護施設等における看取り環境整備推進（新規）

平成29年度の介護保険法等の改正により新たに位置付けられた共生型サービス事業所の整備の推進を図り、障害者や障害児と交流することによ
り高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、介護保険事業所において、障害者や障害児を受け入れるために必
要な改修・設備について補助する。

共生型サービス事業所の整備推進（新規）

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上

介
護
離
職
ゼ
ロ
の
た
め
の
量
的
拡
充

4

市区町村が地域住民の予防・健康づくりと防災の意識啓発を連携して取り組むことができる地域の場の設置を図り、新たな地域コミュニティの構築を
支援するため、介護予防拠点（通いの場等）における参加者の予防・健康づくりや防災に対する意識の共有を図るために必要な設備、出前授業の
開催に係る経費について補助する。

介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点（通いの場等）における防災の意識啓発の取組支援（拡充）
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高齢者向け住まいが都市部を中心に多様な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、「介護離職ゼロ」の実現
に向けて、介護サービス基盤として介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特
定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）も含めて、その整備促進していくことが適当であることから、介護付き
ホームを施設整備費等の補助対象に追加する。

現行の補助対象施設等

介護付きホーム（有料老人ホーム
又はサービス付き高齢者向け住宅
であって、特定施設入居者生活介
護の指定を受けるもの）
※ 施設整備費については、小規模
（定員２９人以下）の施設に限る。

※ 養護老人ホーム、ケアハウス（特定
施設入居者生活介護の指定を受け
るもの）は現行も補助対象。

介護付きホームの整備促進（拡充）

開設準備経費については、全国的に施設整備のネックとなっている人材確保の観点から、全国で実施。
施設整備費及び定期借地権設定のための一時金支援は、介護需要の増加が顕著である北海道、茨城県、埼玉
県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県に限定して実施。 6

（拡充後の補助対象施設等） （最大補助単価）
施設整備費（下記１２都道府県で実施可）
１定員あたり ４４８万円

開設準備経費（全国で実施可）
（施設開設時の設備整備、人材募集・研修に係る経費等）

１定員あたり ８３.９万円

定期借地権設定のための一時金支援(下記１２都道府県で実施可)
（施設用地確保のための定期借地権設定に際して、土地所有者に支払われた前払い賃料の補助）

路線価額の１／４

（補助要件等）
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介護従事者の確保分
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４ 介護施設等における衛生資材等の供給・備蓄について 

 

（１）都道府県等における衛生・防護用品の供給・備蓄 

① 感染が発生した社会福祉施設等に対する防護具等の支援 

今後の感染症対策として、各都道府県等介護保険部局等において、衛生・防護用品

の備蓄を行い、介護施設等での感染が発生した際、速やかに供給を行っていただく

必要がある。そこで、国において、以下の種類・数量の衛生・防護用品の購入・配布

を行っていることから、感染が発生した際には、直接持ち込むことも含め、迅速にこ

れらの防護具等を供給いただきたい。 

 なお、これらの防護具等は、感染発生時に使用するものであることから、速やか

に社会福祉施設等に供給することが重要なものであり、その観点から、各都道府県

等の中で、振興局などの出先機関に分けて備蓄することも考えられる。 

 

○ 感染が発生した社会福祉施設等への支援（第１弾） 

・サージカルマスク： 約 50 万枚（人口比で配分） 

・アイソレーションガウン： 約 50 万枚（人口比で配分） 

・フェイスシールド： 約 50 万枚（人口比で配分） 

・手袋： 330 万双（人口比で配分） 

※第１弾送付後、再度の感染症流行等により備蓄に不足が生じる場合、追加送付。 

 

都道府県等が社会福祉施設等へこれらの防護具等を供給した実績について、供給

を行ったらその都度、既にお示ししている様式に記載の上、報告をお願いしたい。 

 

② 全ての社会福祉施設等への防護具等の支援 

また、衛生用品の国内需給逼迫の状況が完全に解消されていないことから、一般的

な感染拡大防止の観点から、介護施設等において必要な衛生用品等を確保して、介

護サービスを提供することが必要である。 

そこで、国において、全ての社会福祉施設等向けに、以下の数量の使い捨てマス

クの購入・配布を行っていることから、各都道府県等において適切な備蓄や市町村

や社会福祉施設等への配布をお願いしたい。 

 

○ 全ての社会福祉施設等への支援 

・サージカルマスク（第１弾）： 

 

約 4,000 万枚（人口比で配分） 

・不織布マスク（第２弾以降）： 

 

９月までに約 5,000 万枚（人口比で配分） 

10 月以降、令和３年３月まで毎月約 3,000 万枚

（人口比で配分） 
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なお、都道府県等が社会福祉施設等へ衛生・防護用品を配布した実績について、

既にお示ししている様式に記載の上、供給月の翌月 15 日までに送付をお願いした

い。 

 

③ 都道府県における物資の備蓄の検討とその支援 

国内市場の需給状況如何にかかわらず、防護具等を社会福祉施設等が安定的に確

保できるよう、都道府県においても積極的に防護具等の備蓄をお願いしたい。 

そこで、都道府県における備蓄を行う目的で衛生・防護用品の購入を行う費用につ

いては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（国 10／10）、地域医療介護

総合確保基金（国２／３、都道府県１／３）により補助を行っているので、積極的に

活用いただき、管内社会福祉施設等で必要な衛生・防護用品の備蓄をお願いしたい。 

なお、消毒用エタノールについて、主要メーカー各社からは、今後急な需要増が生

じた場合に、フル生産で供給を行うようになるまでに１ヶ月要すると伺っている。

各都道府県等におかれては、管内介護施設等での備蓄を含め、最低１ヶ月分を目処

として消毒用エタノールを備蓄いただくようお願いする。その際、優先供給を行っ

ているアスクル専用サイトの活用も可能である。 

なお、各施設・事業所において、感染症対策に必要な衛生・防護用品を購入する費

用についても、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金による補助が可能で

あるので、積極的に活用いただき、各施設・事業所においても防護具等の必要量を検

討の上、備蓄をお願いしたい。（資料４－１） 

 

（参考）関連事務連絡（資料４－２、３） 

・「新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品の都

道府県等における備蓄の推奨と体制整備について」（令和２年５月 29 日付け厚生労

働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品の都

道府県等への配布について」（令和２年６月 12 日付け厚生労働省子ども家庭局総務

課少子化総合対策室ほか事務連絡） 

 

（２）布製マスクの全介護施設等への配布 

再利用可能な布製マスクについて、全ての介護施設等の職員・利用者に行き渡るよう、

国が一括購入の上、本年３月中旬～４月中旬に約 2,000 万枚、6 月下旬以降に約 4,000

万枚（いずれも介護施設等向けは内数）の配布を行ってきたところ。 

8 月以降については、希望する介護施設等に限り、職員・利用者 1 人当たり４枚の布

マスクの再度配布を行うこととしている。希望の申し出方法などの詳細は別途お知らせ

することとなるので、その際には、管内市町村や関係団体、管内介護施設等に対し周知

をお願いする。 
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（３）自然災害対策におけるマスクや消毒液等の物資の確保と積極的な融通 

 感染症対策に加えて、今後の本格的な出水期を迎えるに当たり、自然災害対策にも万

全を期することが必要である。 

 各都道府県等の各部局において、必要な物資を確保し、備蓄しておくことが重要であ

り、上記のように、国としてもマスクや消毒液等の物資の支援を行っているが、自然災

害の際に物資の緊急の需要に答えられない場合は、都道府県等内の関係部局が連携して、

マスク等の必要な物資を相互に融通して対応することが可能である。 

 これまでお示ししている事務連絡も踏まえ、大規模災害が発生し、管内介護施設等へ

配布するマスク等を迅速に調達することが困難である場合には、衛生部局・防災部局の

備蓄を活用するなど、必要に応じて放出を依頼し、対応をお願いしたい。 

 

（参考）関連事務連絡（資料４－４） 

・「新型コロナウイルス感染症対策及び自然災害対策におけるマスク等の物資の確保と

積極的な融通について」（令和２年６月 12 日付け内閣府政策統括官（防災担当）ほか

事務連絡） 

  

39



 

 

資料４－１ 
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事 務 連 絡 

令和２年５月 29 日 

 

  都道府県 

各 指定都市 民生主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

 

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課 

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室  

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための 

衛生・防護用品の都道府県等における備蓄の推奨と体制整備について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応に多大な御協力を賜り厚く御礼申し上げま

す。 

 

感染が発生した際の社会福祉施設等に対する物資の供給については、「新型コロ

ナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品の備蓄と社

会福祉施設等に対する供給について」（令和２年４月７日付け厚生労働省医政局経

済課ほか連名事務連絡）の中で、衛生部局と民生主管部局が連携の上、防護具等

を確保した上で、社会福祉施設等で感染が発生した場合については、民生主管部

局が当該施設に対し、防護具等の速やかな放出を行うよう依頼しているところで

す。 

感染が発生した際の社会福祉施設等については、緊急事態であり、それ以上の

感染拡大を防ぐ観点から、当該施設等に対して一刻も早い物資の供給が必要で

す。 

 

また、感染が発生していない社会福祉施設等についても、必要なマスク等の防

護具や手指消毒用エタノール等（以下「防護具等」という。）を確保し、それらを

適切に用いながら適切にサービスを提供することが重要です。 
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一方で、これらの防護具等の中には、国内需給が逼迫している品目もあり、そ

れぞれの社会福祉施設等では確保が難しい場合もあります。 

 

このため、社会福祉施設等が安心してサービスを提供できるよう、下記の通り

厚生労働省から都道府県等（政令市・中核市含む。以下同じ）の民生主管部局に

対して、防護具等の供給を行うことにいたしました。 

防護具等の供給を行うに当たっては、都道府県等で予めご準備いただきたい事

項などがあることから、都道府県等における防護具等の確保・備蓄とその適切な

供給・放出に関して対応いただきたい点について、下記のように留意事項をまと

めましたので、都道府県等におかれては適切にお取り計らいいただきますようお

願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１ 感染が発生した社会福祉施設等に対する防護具等の支援について 

（１）基本的考え方 

現在、社会福祉施設等において新型コロナウイルスの感染者が発生した場合

の都道府県等の対応については、「新型コロナウイルス感染症に関連した感染症

拡大防止のための衛生・防護用品の備蓄と社会福祉施設等に対する供給につい

て」（令和２年４月 7日付け医政局経済課ほか連名事務連絡）において、 

①  民生主管部局内においても必要な防護具等の備蓄の確保に努めることとし

た上で、 

②  当該防護具等について確保できない場合については、衛生部局に伝達し、

協力を要請することとし、 

③  その上で、社会福祉施設等で感染が発生した場合については、民生主管部

局が当該施設に対し、防護具等の速やかな放出を行うよう依頼している 

ところです。 

 

一方で、②のように、部局間の調整を挟んで物資の確保を行うことは、緊急

時に速やかな放出を行う観点で言えば、調整に時間がかかることも考えられる

ことから、民生主管部局においても必要な防護具等を確保しておくことが必要

と考えられます。 

 

（２）検討・準備いただきたい点について 

○ （１）での考え方を踏まえ、現在、国から都道府県等の民生主管部局に対

し、感染が発生した社会福祉施設等において必要となる防護具等として、サ

ージカルマスク、アイソレーションガウン、フェイスシールドの配布を検討

しています。（サージカルマスク、アイソレーションガウン、フェイスシー

ルドそれぞれを約１００万程度国で購入し、人口比で配分し配布予定。これ

らの防護具等は必ずしも一括で配送になるとは限りません。６月下旬以降配

送予定。詳細は追ってお知らせします。） 

 

○  配布に当たっては、基本的に緊急事態に向けて都道府県等で備蓄いただく

ことを想定していますので、備蓄しておく場所（倉庫）や都道府県等の内部

での防護具等の管理体制を整備していただくようお願いします。 
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○  なお、感染者が発生した社会福祉施設等に対する支援を想定した配布数と

なりますので、社会福祉施設等ごとの備蓄やすべての市町村での備蓄は想定

していませんが、都道府県等の中でより迅速に緊急時の社会福祉施設等に防

護具等が配送することができるよう、例えば、各都道府県等の中で、振興局

などの出先機関に分けて備蓄することも検討いただければと思います。 

 

○ 今回の国から配布することを想定している防護具等の対象サービスは、高

齢者・障害児者・児童・生活困窮者向けの福祉施策のうち、入所施設や居住

系サービス、濃厚接触者等に対してもサービス継続を行う必要がある訪問系

サービス等感染者が発生してもなおサービスを継続して行うことを前提とし

ているものを対象とすることを想定しています。 

  この点にも留意しつつ、それぞれの担当の間で、防護具等の管理、配布方

法について事前に調整しておくことが必要です。 

 

○  その上で、感染が発生した社会福祉施設等に対しては、迅速に防護具等を

供給する必要があることから、その不足を確認した上で、都道府県等が直接

社会福祉施設等に対し持ち込むなど、迅速に供給するようお願いいたしま

す。 

 

○  なお、国からの配送については、感染が発生した社会福祉施設等に対する

支援を想定した品目と数量をお送りすることになりますが、それに加えて、

再度の感染症の流行や管内の社会福祉施設等からの要望も踏まえて都道府県

等で必要な防護具等を幅広に確保し、備蓄しておくことに努めてください。 

 

 

 

２ 全ての社会福祉施設等への防護具等の支援について 

（１）基本的な考え方 

○  上記１の施設を含め、全ての社会福祉施設等についても、一般的な感染拡

大防止の観点からは、マスクや手指消毒用エタノール等の必要な防護具等を

確保して、サービスを提供することが必要です。 

 

○  これらの防護具等についても、依然として、防護具等の国内需給の逼迫状

況は完全に解消はされておらず、それぞれの社会福祉施設等では入手が困難

な場合があることから、管内の社会福祉施設等のサービス提供に支障を及ぼ

さないよう、これらの防護具等についても都道府県等の民生主管部局が各社

会福祉施設の需要を把握した上で、主体的に確保・備蓄し、適切に放出を行

うことが望ましいと考えられます。なお、手指消毒用エタノールについて

は、別途ご連絡している優先供給スキームを適宜ご活用ください。 

 

 

（２）検討・準備いただきたい点について 

 

○  （１）の考え方を踏まえ、国から今後、都道府県等の民生主管部局に対

し、マスクの配布を検討していますので、都道府県等内に備蓄する場所（倉

庫）や都道府県等内部での管理体制を整備いただくようお願いいたします。
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（６月下旬以降配送予定。第１弾は約 4,000万枚のサージカルマスクを国が

購入し、人口比で配布予定です。第２弾以降は不織布マスクを順次配布予定

です。詳細は追ってお知らせします。） 

 このマスクの配布対象は、上記１と異なり、感染が発生した社会福祉施設

等のみに限定されるものではありませんので、管内の社会福祉施設等の在庫

状況や都道府県等における備蓄状況、マスクの流通状況等を踏まえ、適切な

備蓄や配布の方法をご検討いただきますようお願いします。 

また、高齢者施策・障害児者施策・児童福祉施策・生活困窮者施策それぞ

れの担当の間で、マスクの按分方法や管理、配布方法について事前に調整し

ておくことが必要です。 

その上で、当該マスクについて適切に管理、備蓄、配布いただきますよう

お願いいたします。 

 

○  なお、上記のマスクの配布に限らず、管内の社会福祉施設等におけるサー

ビス継続の観点から、都道府県等の民生主管部局が適切に防護具等を確保す

ることは望ましいことと考えられますので、管内の感染症の流行状況や管内

の社会福祉施設等からの要望も踏まえて都道府県等で必要な物資を幅広に確

保し、備蓄しておき、必要に応じて適切に放出することに努めてください。 

 

（問合せ先） 

 

 ＜児童養護施設・保育所等に関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８６８） 

  ○厚生労働省子ども家庭局保育課 

    ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８５３、４８５４） 

○厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８３８） 

○厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 
ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１ （内線４９６６）  

 

 ＜保護施設に関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省社会・援護局保護課 

    ＴＥＬ：０３―５２５３－１１１１（内線２８３３） 

 

 ＜障害福祉サービス事業所等に関するお問い合わせ＞ 

  ○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

    ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３１４８） 

 

＜介護保険サービスに関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省老健局高齢者支援課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９２９、３９７１） 

○厚生労働省老健局振興課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９７９、３９９６） 

○厚生労働省老健局老人保健課 

    ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９４８、３９４９） 
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事 務 連 絡 
令和２年６月１２日 

 
  都道府県 
各 指定都市 民生主管部（局） 御中 
  中 核 市 
 
 

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室 
厚 生 労働 省 子 ど も 家 庭局 保 育 課 
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 
厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 
厚 生 労働 省 社 会 ・ 援 護局 保 護 課 
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 
厚 生 労働 省 老 健 局 高 齢者 支 援 課  
厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 
厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための 

衛生・防護用品の都道府県等への配布について 

 

新型コロナウイルス感染症への対応に多大なご協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

先般発出した「新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のため

の衛生・防護用品の都道府県等における備蓄の推奨と体制整備について」（令和

２年５月 29日付け厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事

務連絡（以下「５月 29日付け事務連絡」という。））において、国から防護具等

を都道府県等（指定都市・中核市を含む。以下同じ）に配布することをお知らせ

したところですが、詳細は下記のとおりですので、都道府県等におかれては、防

護具等の受け入れの準備とともに、必要な情報の登録についてお願いいたしま

す。 

 

記 

 

１ ５月 29日付け事務連絡の「１ 感染が発生した社会福祉施設等に対する防

護具等の支援について」の（２）で示した防護具等として、第１弾を次のとお

り配布を行います。 
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（１）配布する防護具等、数量 

①配布する防護具等 

ア．サージカルマスク 

イ．アイソレーションガウン（プラスチック製又は不織布ＰＥ加工製） 

ウ．フェイスシールド（大きさ２２cm×３３cm） 

エ．手袋（ＰＶＣ製） 

②配布数量 

・①のア～ウ 各５０万枚を人口比※で配分 

・①のエ   ３３０万双を人口比※で配分 

※ 母数：127,444千人（平成 31年 1月 1日 住民基本台帳による。） 

 

(注) 第１弾の送付後に、再度の感染症の流行等により備蓄に不足が生じる

場合は、追加送付をしますので、３の（１）のメールアドレス宛てに連絡

をお願いします。 

 

（２）配布時期 

令和２年６月末から７月上旬を予定（おって、都道府県等ごとに物資名、

数量、配送日を３の（２）で登録していただいた連絡窓口宛てにお知らせし

ます。） 

 

（３）配布先 

都道府県等ごとに３の（２）で登録された納品場所に送付します。 

 

 

２ ５月 29日付け事務連絡の「２ 全ての社会福祉施設等への防護具等の支援

について」の（２）で示したマスクの配布について、第１弾を次のとおり配布

を行います。 

  なお、これらの物資については、次の感染拡大期に備えての備蓄や社会福祉

施設の物資の在庫状況を踏まえた放出に当てていただきますようお願いしま

す。 

 

 

（１）数量 

サージカルマスク４千万枚を人口比※で配分 

※ 母数：127,444千人（平成 31年 1月 1日 住民基本台帳による。） 
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（２）配布時期 

令和２年６月末から７月上旬を予定（おって、都道府県等ごとに物資名、

数量、配送日を３の（２）で登録していただいた連絡窓口宛てにお知らせし

ます。） 

 

（３）配布先 

都道府県等ごとに３の（２）で登録された納品場所に送付します。 

 

なお、第２弾以降については、９月までに不織布マスク約５千万枚（人口

比で配分）、10月以降令和３年３月まで、毎月約３千万枚（人口比で配分）を

送付する予定としています。また、第２弾以降の送付先については、都道府

県の希望により市区町村への配送も可能とする予定です。 

 

３ 連絡窓口、納品送付先等の登録について 

上記１及び２の連絡窓口、送付先等の登録を次のとおりお願いします。 

（１）登録先（メールアドレス） 

fukushi-mask@mhlw.go.jp 

 

（２）登録内容 

① 連絡窓口（担当部課名、担当者名、電話番号、メールアドレス） 

※ 連絡窓口は、民生主管部局内で一元化をお願いします。 

② 納品場所（名称、郵便番号、住所、納品可能日（曜日等）・時間帯） 

 

（３）登録期限 

（１）のメールアドレスに（２）の登録内容を別添様式に記入の上、電子メ

ールにより、６月 19日（金）17：00までに登録をお願いします。なお、電子

メールの件名は、「連絡窓口（自治体名）」でお願いします。 

 

４ 照会先 

 照会については、３の（１）のメールアドレスまでお願いします。なお、極

力、一元化された連絡窓口からの照会でお願いします。 

 電子メールの件名は、「照会（自治体名）」でお願いします。 
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５ 放出実績の登録 

都道府県等が社会福祉施設等へ防護具等を放出した実績について、防護具

等別に、毎月ごと（月末締め）の実績を３の（１）のメールアドレスまで送付

をお願いします。電子メールの件名は「放出実績（自治体名）○月分」とし、

翌月１５日までに送付をお願いします。なお、登録していただく様式を連絡

窓口宛て、別途、送付させていただきます。 
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事 務 連 絡  

令和 2年 6月 12日 

 

各都道府県知事 殿 

 

内 閣 府 政 策 統 括 官 （ 防 災 担 当 ） 

総 務 省 自 治 行 政 局 公 務 員 部 長 

（新型コロナウイルス感染症総務省対策本部

地 域 連 携 ・ 調 整 チ ー ム 副 主 査 ） 

消 防 庁 次 長 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

厚 生 労 働 省 老 健 局 長 

 

新型コロナウイルス感染症対策及び自然災害対策におけるマスク等の

物資の確保と積極的な融通について 

 

新型コロナウイルス感染症対策及び自然災害対策にお取り組みいただき、御礼申し上げま

す。今般、新型コロナウイルス感染症の現下の状況を踏まえ、関係府省でそれぞれの対策に

必要な物資の確保についての考え方を下記のとおり整理しましたので、改めてお知らせしま

す。また、各都道府県におかれましては、貴管内市町村に対してもこの旨周知いただきます

ようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 基本的な考え方 

〇 新型コロナウイルス感染症緊急事態は終了しましたが、新型コロナウイルス感染症の

現下の状況を踏まえれば、なお感染のリスクはあり、引き続き、医療機関及び社会福祉

施設等における感染症対策に万全を期すことが重要です。 

〇 一方、今後本格的な出水期を迎えるに当たり、自然災害対策に万全を期することが必

要です。 

〇 このためには、まずは都道府県（民生部局においては、政令指定都市・中核市を含む。

以下同じ。）それぞれの担当部局において、必要な物資を確保して備えておくことが重

要になります。政府としても、都道府県に対して、以下のような支援を行っています。 

・厚生労働省医政局から都道府県衛生部局を通じて医療機関等にマスク等を配布 

・厚生労働省老健局等から都道府県民生部局を通じて社会福祉施設等にマスク等を

配布（予定） 

・内閣府防災は自治体のマスク、消毒液等の調達を支援 

〇 今般、関係府省において、これらの取組を行っても、なお物資が不足し、緊急の需要

に応えられない場合には、下記２のとおり都道府県内の関係部局が連携してマスク等の

必要な物資を相互に融通して対応することが可能であること、下記３のとおり関係府省

間で連携して対応することを確認しました。 
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２ 衛生部局・民生部局・防災部局間の連携 

〇 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24年法律第 31号）第 11条にも規定さ

れているとおり、新型コロナウイルス感染症対策のために備蓄しているマスク等は、

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 49 条に規定されている災害応急対策の

ための備蓄と相互に兼ねることが可能です。このため、大規模災害の発生により防災

部局においてマスク等を迅速に調達することが困難である場合には、避難所などにお

ける新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため衛生部局又は民生部局の備蓄を活

用するなど、必要に応じて他の部局に放出を依頼し、依頼を受けた部局は機動的にこ

れに応えることができます。 

○  なお、衛生部局・民生部局・防災部局用のマスク等の融通については、これまで次

のようにお知らせしてきております。 

①  「各市町村内の医療機関・介護施設等におけるマスク不足に対応して、医療・福

祉担当部とも連携の上、各市町村で備蓄しているマスクを地域の実情に応じてで

きる限り活用していただきますよう、域内市町村に対するご周知をお願いいたし

ます。」（「新型コロナウイルス感染症対策における備蓄マスクの活用について（依

頼）」（令和２年３月 12日付総務省自治行政局地域政策課・消防庁国民保護・防災

部防災課事務連絡）） 

②  「特に福祉部局の防護具の備蓄が十分でない都道府県が多いと考えられること

から、当分の間、施設内で感染者が発生した場合など緊急時の介護施設等に対して

も、都道府県内の企画部門、衛生部局、福祉部局、その他個人防護具を保有する部

局等の関係部局が連携するとともに、必要に応じて、部局間で医療機関向けマスク

を融通するようお願いいたします。」（「医療機関向けマスクの医療機関等への配布

について（その 3）」（令和２年５月 29日付厚生労働省医政局経済課事務連絡）） 

 

３ 関係府省間の連携 

〇 ２の都道府県連携を行ってもなお、都道府県の担当部局において物資が不足する場合

には、速やかに内閣府防災又は厚生労働省に連絡してください。連絡を受けた内閣府防

災及び厚生労働省は、相互に連携して対応します。 

〇 新型コロナウイルス感染症拡大により、厚生労働省が確保できるマスク等が不足す

る場合には、厚生労働省の要請を受けて内閣府防災が確保しているものを融通し、厚生

労働省から都道府県担当部局に送付します。 

〇 大規模災害の発生等により、内閣府防災で確保できるマスク等が不足する場合には、

内閣府の要請を受けて厚生労働省が確保しているものを融通し、内閣府防災においてプ

ッシュ型支援に活用します。また、消毒液が不足する場合には、メーカーから内閣府防

災が緊急的に購入できるよう厚生労働省で調整します。 

 

 

 【問合せ先】 

厚生労働省老健局高齢者支援課企画法令係 

TEL：03(5253)1111（内線 3971、3929） 

   03(3595)2888（夜間直通） 

FAX：03(3595)3670 

ﾒｰﾙ：tokuyou-kijun@mhlw.go.jp 
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５ 令和２年７月豪雨について 

（１） 災害発生時の被災状況の把握について 

○ 令和２年７月豪雨により、熊本県球磨村の特別養護老人ホームにおいて、多

数の利用者が亡くなるという痛ましい被害が発生した。 

 

○  災害発生時における介護施設等の被災状況については、「災害発生時にお

ける社会福祉施設等の被災状況の把握等について」（平成 29 年２月 20 日付

け雇児発 0220 第２号、社援発 0220 第１号、障発 0220 第１号、老発 0220 第

１号）に基づき都道府県、指定都市、中核市から情報提供をいただき、被害

状況の把握及び支援策の検討に活用しているところであるが、必要な支援を

迅速に行うためには、これらの情報が非常に重要であることから、引き続き

災害発生時には迅速な情報収集及び提供をお願いする。 

 

○  発災時において、特に被害が発生している地域に所在する介護施設等の被

害状況については、都道府県においては、当該市区町村と密に連携して、積

極的に情報収集等を行うようお願いする。 

    

 

（２） 非常災害対策計画の作成及び避難訓練の実施の徹底について 

   ○ 介護施設等は、自力避難困難な方も多く利用されていることから、利用者   

の安全を確保するため、介護保険法等関係法令の中で、非常災害対策計画の

作成及び避難訓練の実施について義務付けられている。 

 
 （参考） 

・「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」（平成 11 年３月 31 日厚生省令第 39 号） 

第 26 条  

指定介護老人福祉施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制

を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければ

ならない 

 

・「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成 12 年３月 17 日老企第 43 号) 

第四 運営に関する基準 

25 非常災害対策 

(1) 基準省令第二十六条は、指定介護老人福祉施設は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機    

関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策について万全を期さなければならないこ 

ととしたものであること。 

(2) 「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報す 

る体制をとるよう職員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際 

に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものである。 

また「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三条に規 

         定する消防計画(これに準ずる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。こ 
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         の場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第八条の規定により防火管理者を置 

         くこととされている指定介護老人福祉施設にあってはその者に行わせるものとする。また、防火管理者を 

         置かなくてもよいこととされている指定介護老人福祉施設においても、防火管理について責任者を定め、 

         その者に消防計画に準ずる計画の策定等の業務を行わせるものとする。 

 

 

○ 介護保険施設等の非常災害対策に万全を期するよう、各自治体の所管施設

における非常災害対策計画の策定状況や避難訓練の実施状況の点検、未策定

の施設及び計画の内容が不十分な施設等に対する指導・助言をお願いする。 

 

○ 非常災害対策計画に盛り込む項目としては、以下の例が考えられるが、実際

に災害が起こった際にも利用者の安全が確保できる実効性のあるものとする

ことが重要であり、想定する災害についても、各介護施設等の状況や地域の実

情を踏まえた内容としていただきたい。 

 
 （具体的な項目例） 

・介護保険施設等の立地条件（地形 等） 

・災害に関する情報の入手方法（「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認等） 

・災害時の連絡先及び通信手段の確認（自治体、家族、職員等） 

・避難を開始する時期、判断基準（「避難準備情報発令」時 等） 

・避難場所（市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース 等 

・避難経路（避難場所までのルート（複数 、所要時間 等） 

・避難方法（利用者ごとの避難方法（車いす、徒歩等） 等） 

・災害時の人員体制、指揮系統災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数 等） 

・関係機関との連携体制         等 
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老推発 0722 第 1 号 

老指発 0722 第 1 号 

老高発 0722 第 2 号 

老振発 0722 第 2 号 

老老発 0722 第 2 号 

令和２年７月 22 日 

 

都 道 府 県 

各 指 定 都 市 介護保険主管部（局）長 殿 

中 核 市 

 

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

介護保険施設等における非常災害対策計画の作成及び 

避難訓練の実施状況の点検及び指導・助言について 

 

 令和２年７月豪雨により、熊本県球磨村の特別養護老人ホームにおいて、多数の利用

者が亡くなるという痛ましい被害がありました。 

介護保険施設等は、自力避難困難な方も多く利用されていることから、利用者の安全

を確保するため、水害・土砂災害を含む各種災害に備えた十分な対策を講じる必要があ

ります。 

つきましては、下記の事項に留意の上、あらためて介護施設等の非常災害対策及び入

所者等の安全の確保に努めていただくとともに、都道府県におかれては管内市町村に対

し周知をお願いします。 
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記 

 

１ 「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」（平成 11年３月 31日

厚生省令第 39号）第 26条等の介護保険法等の関係法令において、非常災害計画の作

成及び避難訓練の実施について義務付けられているが、介護保険施設等の非常災害対

策に万全を期するよう、所管施設の非常災害時の計画の策定状況や避難訓練の実施状

況（実施時期等）について速やかに点検をお願いする。 

 

（参考１）関係省令、通知 

・「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」（平成 11年３月 31 日厚生省令第 39 号） 

第 26 条  

指定介護老人福祉施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連

携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を

行わなければならない 

 

・「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成 12 年３月 17 日老企第 43

号) 

第四 運営に関する基準 

25 非常災害対策 

(1) 基準省令第二十六条は、指定介護老人福祉施設は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、

関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策について万全を期さなけれ

ばならないこととしたものであること。 

(2)「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに

通報する体制をとるよう職員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、

火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものである。 

また「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三

条に規定する消防計画(これに準ずる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための計

画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第八条の規定に

より防火管理者を置くこととされている指定介護老人福祉施設にあってはその者に行わせるもの

とする。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定介護老人福祉施設においても、

防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の策定等の業務を行わせるものと

する。 

 

※ 他、各サービス指定基準省令等に同旨の記載 

 

（参考２）点検対象施設・サービス 

①広域型特別養護老人ホーム ②地域密着型特別養護老人ホーム③介護老人保健施設  

④介護療養型医療施設 ⑤介護医療院 ⑥養護老人ホーム ⑦軽費老人ホーム 

⑧有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護の指定を受けているもの。サービス付き高齢者向

け住宅の登録を受けているものを含む。） 
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⑨有料老人ホーム（地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けているもの。サービス

付き高齢者向け住宅の登録を受けているものを含む。） 

⑩有料老人ホーム（⑧及び⑨以外の住宅型有料老人ホーム。）⑪認知症対応型共同生活介護

⑫小規模多機能型居宅介護 ⑬看護小規模多機能型居宅介護 ⑭短期入所生活介護 

⑮通所介護（通所介護事業所の設備を利用した夜間及び深夜の通所介護以外のサービ 

ス（宿泊サービス）を含む。） 

⑯地域密着型通所介護（療養通所介護を除く。地域密着型通所介護事業所の設備を利 

用した夜間及び深夜の地域密着型通所介護以外のサービス（宿泊サービス）を含む。） 

⑰療養通所介護 

⑱通所リハビリテーション（介護保険法第 71 条による居宅サービスに係る第 41 条第 

１項本文の指定を受けた事業所を含む。） 

⑲認知症対応型通所介護（認知症対応型通所介護事業所の設備を利用した夜間及び深 

夜の認知症対応型通所介護以外のサービス（宿泊サービス）を含む。） 

 

２ 点検の過程で、非常災害対策計画が未作成又は内容が不十分であると判断した介護

保険施設等に対しては、必要な指導・助言をお願いする。 

この点、非常災害対策計画に盛り込む項目や避難訓練の実施については、過去に発

出した「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・

徹底について」（平成 28 年９月９日老総発 0909 第１号、老高発 0909 第１号、老振発

0909 第１号、老老発 0909 第１号）や「介護保険施設等における非常災害対策計画の

策定及び避難訓練の実施の点検及び指導・助言について」（平成 29 年１月 31 日老総

発 0131 第１号、老高発 0131 第１号、老振発 0131 第１号、老老発 0131第１号）、「介

護保険施設等における非常災害対策計画の策定及び避難訓練の実施に関する調査結果

及び指導・助言の徹底について」（平成 31年２月１日老総発 0201第１号、老高発 0201

第１号、老振発 0201 第１号、老老発 0201 第３号）等の通知や当該通知の添付資料を

参考のうえ、それぞれの施設の属する地域・地形、想定される災害の種類などを考慮

し指導・助言を検討していただきたい。 

なお、介護保険施設等に対する実地指導時においても、非常災害対策計画の作成状

況等を確認していただくようお願いする。 

 

（具体的な項目例） 

・介護保険施設等の立地条件（地形 等） 

・災害に関する情報の入手方法（「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認等） 

・災害時の連絡先及び通信手段の確認（自治体、家族、職員等） 

・避難を開始する時期、判断基準（「避難準備情報発令」時 等） 

・避難場所（市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース 等） 

・避難経路（避難場所までのルート（複数 、所要時間 等） 

・避難方法（利用者ごとの避難方法（車いす、徒歩等） 等） 

・災害時の人員体制、指揮系統災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数 等） 

・関係機関との連携体制         等 
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